
2023.6.19
   NEWS LETTER  

2025.3.4

 2025年区分所有法改正へ！�建て替え・改修は促進されるのか 
＼詳細はコラムで解説∕

建て替え要件緩和も対象は限定的!�⽼朽化マンションの対応策とは
2025年3⽉にも区分所有法改正へ

区分所有法改正も対象は限定的
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 業界�の個�向け��不動�コンサルティング・ホームインスペクション（�宅��）、マンション�理�
�向けコンサルティングを⾏う“不動�の�� 株式��さくら事��”（東�都渋��∕���⼤⻄倫�）
は、早ければ2025年3⽉にも�正���有�が��決�される⾒�みであることを受け、マンション�理コン
サルタント⼟���による���有��正のポイントや��として�る�題、そして�題を�決する�策な
どをまとめたOPINIONコラムを�開いたしました。�しくは下�コラムをご�いただき、�件に�する�材や
ご�問がございましたらお気軽にお問い�わせください。

株式��さくら事��（東�都渋��∕���⼤⻄倫�）は「�と不動�のより�せな��を��し、�かで�しい��を
��代に⼿�すこと」を理念として活動する、業界�の個�向け��不動�コンサルティング�業です。1999年、不動�コン
サルタント���が�立。�三者性を�持した立場から、利�にとらわれない�宅��（ホームインスペクション）やマン
ション�理��向けコンサルティング、不動�購�に�する�々なアドバイスを⾏う「不動�の��サービス」を提供、
70,000�を超える��を持っています。

さくら事務所について

「所在不明所有者を⺟数から除外」および「多数決要件の緩和」は、裁判が必要だったり、⼀定の事由が認められたりする場
合に限られます。同法改正によって決議が取りやすくなるマンションは限定的となるでしょう。⽼朽化に悩むマンションの多
くは、改正法に頼らず決議を取りやすくし、建て替え以外の「出⼝」を選択したうえで、それに向けて⻑期修繕計画を⾒直す
ことが⼤切です。

区分所有法改正のポイント

所在不明所有者を⺟数から除外
所在不明等の所有者を総会決議の⺟数から除外
除外するには裁判所への申し⽴てと裁判が必要

出席者の多数決による決議が可能に
普通決議などの議事において、総会に出席し
た所有者およびその議決権の多数決による決
議が可能に

多数決要件の緩和
⼀定の事由が認められる場合に限り建て替え
決議の多数決要件を「5分の4以上」から「4
分の3以上」に緩和

同法改正点の対象とならない場合の⽼朽化への対応策

⻑期修繕計画の⾒直し

⽼朽化マンションの建て替えが進まない⼤きな要因として
「多数決要件」以外に「費⽤」の問題が挙げられます。同
法改正によって、建て替え決議が取りやすくなることが期
待されますが、それも⼀部のマンションであり、⼤半のマ
ンションが悩む資⾦不⾜は解消されません。

資⾦的に建て替えの余地がないマンションにとって多数決
要件は⼤きな問題ではなく、⻑寿命化などに舵を切ったう
えで⻑期修繕計画を⾒直す必要があるでしょう。

管理規約の改訂
現⾏法のままでも、委任状や議決権⾏使書の提出を含め、
過半数の所有者が参加すれば普通決議の総会は成⽴しま
す。そして普通決議は出席者の過半数で成⽴するため、実
質的に4分の1以上の賛成で議決することができます。

決議要件はそのままでも、管理規約を⾒直すことで決議を
取りやすくすることもできます。標準管理規約ではずいぶ
ん前から電⼦投票が認められていることから、管理規約を
変更すれば電⼦投票が可能に。理事会も規約の変更でオン
ライン開催が可能です。
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